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（開会 午後 6 時） 検証後の財政推計収支額は、前期プラン

の最終年度である平成 21 年度末で、当

初の３億８千 21 万６千円の赤字が１億

８千７百33万円少ない１億９千２百88

万 6 千円となりました。 

 

（事務局） 

◆本日はお忙しい中ご出席いただき誠に

ありがとうございます。それでは、これ

より平成 18 年度第２回福島町自立プラ

ン推進委員会を開催いたします。 

本日の会議は、平成 18 年度一般会計

の決算見込み、平成 19 年度当初予算の

概要、ふるさと応援基金事業の選考等を

主な内容として検討いたします。 

 開催にあたり委員長より挨拶を申し上

げます。 

なお、本日の会議の出席者は委員１７

名中１１名の出席で、半数以上の出席が

ありますので、要綱第６条第２項の規定

により会議が成立したことを宣言いたし

ます。それでは、早速会議を進めてまい

ります。日程の３、村田町長から挨拶を

お願いします。 

 

（委員長） 

◆本日は、お忙しい中ご出席いただきあ

りがとうございます。 

前回会議は平成 18 年 10 月 4 日に開

催され、主に事務事業等の検証を行いま

した。 
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（町長） （事務局） 

◆一言、ご挨拶申し上げます。平成１９

年度一般会計当初予算は、２億４千万円

くらい基金から取り崩したなかでの予算

のまとめになっております。 

◆案件１平成 18 年度一般会計の決算見 

込みでございます。 

１ページと２ページでございます。 

平成 19 年 3 月 15 日現在の決算見込

額と、自立プラン特別対策後の財政推計

額との比較を行いましたので、この内容

について説明いたします。 

それが年度末に取り崩し予定している

ものがいかに少なく済むかあるいはゼロ

になるのかそれがこれからの１９年度に

あたっての自立プランを推進するなかで

の非常に大事なことではないかそう思っ

ております。 

最初に、２ページ下段をご覧願います。 

今回の決算見込みの方法でございますが、  

原則、3 月定例会で議決された予算額を

持って決算見込額とさせていただきまし

た。ただし、除雪費、災害弔慰金、予備

費など、不用額を見込んだところであり

ます。なお、議決後の歳入歳出予算はそ

れぞれ 3,026,515 千円となっています。 

また、後程説明する予定になっており

ます、ふるさと応援基金つきましても毎

年、百万円、４年間で４百万と予定をた

てておりましたが、今日の資料の中でも

ありますが単年度で約４百万円近い応援

基金を１８年度だけでいただきました。 それでは、１ページに戻り、歳入から

説明いたします。 その使途等についてもこれから皆様と

忌憚のない意見を取り交わした中で有意

義に利用出来る方向性を見出していきた

と思っているところであります。 

表は、左から科目、決算見込額、自立

プラン計画額、比較、３月定例会後の現

行予算に対する決算見込額の増減でござ

います。 限られた時間での会議になりますが、

どうぞ忌憚のない意見をだして福島町の

自立プランがもっともっと効果が出るよ

うな形で進み、そして応援基金が町の産

業なり福祉なり色々な分野の中で有意義

に利用される事を皆様方からアドバイス

して頂ければ非常に嬉しいと思っており

ますので何分にもよろしくお願い申しあ

げながら、誠に簡単でございますが委員

会開会に先立ちましての挨拶に代えさせ

て頂きたいと思います。 

歳入の決算見込額の合計額は、現行予

算額より 3,500 千円少ない 3,023,015

千円で、自立プラン計画額 3,119,105

千円に比べ 96,090 千円（▲3.1％）少

なくなる見込みです。 

この主な内容でございますが、9 の地

方交付税は、1,698,042 千円で、プラ

ンと比べますと 99,814 千円の増であり

ます。うち、普通交付税は 1,584,879

千 円 で プ ラ ン よ り 111,008 千 円

（7.5％）の増でございます。  

（委員長） 次に、18 の繰入金でございますが、

59,321 千円でプランに比べ 144,223

千円の減となっています。 

◆村田町長ありがとうございました。次

に、会議日程の４、（１）平成 18 年度一

般会計の決算見込みについて、を議題と

します。 

これは、地方交付税の増や後で説明す

る歳出の減などにより、不足する財源補

てんのための、財政調整基金の繰入金（取

り崩し）が 44,443 千円となり、プラン

内容について、事務局より説明願いま

す。 
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に比べて 158,621 千円少なくなったこ

とによるものです。 

なお、増減欄に記載のある災害援護貸

付金債 3,500 千円の減は、災害弔慰金の

支出に伴う、長期借入金でありますが、

今回の決算見込みにおいて、当該災害弔

慰金の一部に不用額を見込んだことから

減とするものであります。 

決算額に占める割合ですが、９の地方

交付税が全体の５６％、地方税が１４％

使用料・手数料で４％、地方債で６％の

割合が主なものであります。 

【歳出】でございます。 

 歳出の決算見込の合計額は、現行予算

の不用額を 41,000 千円と見込みまして、

2,985,515 千円となり、プランに比べ

ますと 133,590 千円（▲4.3％）少なく

なる見込みでございます。 

 不用額 41,000 千円の内訳でございま

すが、除雪委託料 28,500 千円、災害弔

慰金 4,000 千円、予備費 2,000 千円、

それにその他、物件費、これは、旅費、

消耗品費、光熱水費などで 6,500 千円の

合計で 41,000 千円と見込んでいます。 

 次に、主な内容でございますが、１の

人件費の決算見込は、プランに比べて

8,637 千円少なくなっています。これは、

平成 17 年度末に職員 1 名が早期退職し

たことによる給料等の減が主な内訳でご

ざいます。 

 ２の物件費でございますが、決算見込

額は、プランに比べて 35,697 千円が少

なくなっております。これは、増減欄に

記載のある、除雪委託料の不用額による

ものです。 

 除雪委託料の現行予算は 43,500 千円

で決算見込みを 15,000 千円とし、

28,500 千円の不用額を見込んだことに

よるものでございます。 

 ５の補助費等はプランに比べ 45,006

千円少なくなっております。 

 内訳でございますが、渡島西部広域事

務組合のし尿等の負担金、消防負担金、

渡島廃棄物広域連合の負担金で 21,700

千円少なくなったものでございます。 

特に福島消防署の負担金については消

防職員の人件費についても町と同様に給

料、期末手当の削減を同様で行っており

ます。 

それから、物件費等についても同じよ

うに節減に対して協力いただいていると

ころでございます。 

次に、増減欄に記載してあります、災

害弔慰金は自然災害等の際に条例に基づ

き支払われる弔慰金・見舞金で現行予算

5,000 千円のうち 4,000 千円の不用額

を見込んでおります。 

 次に、予備費でございますが、現行予

算 2,000 千円の全額を不用額と見込み

ました。 

 次に、単年度収支でございますが、歳

入決算見込額 3,023,015 千円から歳出

の決算見込額 2,985,515 千円を差し引

き 37,500 千円の黒字（繰越金）を見込

んでいるところでございます。 

歳出の決算額に占める割合ですが、１

の人件費２６％、８の公債費２４％、５

の補助費等１７％、２の物件費で１２％

が主な内容でございます。 

なお、３月１５日にてこの資料調整し

た後に新聞等にも報道されましたが特別

交付税が正式決定されまして、２２日に

国の方から収入になっており、その金額

については、後程財務課長より金額的な

事について参考までに説明させていただ

きたいと思います。 

また、各担当課長も出席しております

ので、不明な点や、確認したい事項等あ

れば質問していただきたいと思います。 

以上で説明を終わりますので、よろしく
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お願いします。 （委員長） 

 ◆最終的に単年度収支の①－②のところ

がどのようになるのか。 （委員長） 

◆それでは、財務課長の方から補足説明

願いします。 

 

（説明員） 

 ◆単年度収支の部分については変更あり

ませんが、ただ繰入金が０円になります

ので次年度以降に基金として残るという

ことになります。 

（説明員） 

◆特別交付税の内容について補足説明い

たします。 

１ページの歳入の部分の９の地方交付

税の中で普通交付税、特別交付税となっ

ており、普通交付税はもう既に決定を受

けており特別交付税については、３月２

０日にいただきましてその額が決算見込

額では、１１３，１６３千円となってお

りますが決定額が１７５，４４９千円で

この金額を比較しますと６２，２８６千

円が増えた事になっております。 

 

（委員長） 

◆説明が終わりましたので、質疑に入り

たいと思います。 

質問がございますか。 

 

（委員） 

◆９の地方交付税は普通交付税及び特別

交付税に分けられているがどのような内

訳なのか。 このため、専決処分による予算の補正、

財源振替を予定しております。  

（説明員） １ページの１８の繰入金の中で財政調

整基金繰入金の中で４４，４４３千円を

見込んでおりますが、今回の特別交付税

でこれが０円になります。加えて財源調

整のために基金の方に余剰分、先ほどの

６２，２８６千円の差引分、１７，８４

３千円これを今後の財源調整として基金

の方へ積立すると考えております。 

◆普通交付税とは、基準財政需要額を算

出しまして決定時期が７月の初旬に決定

されます。これが普通の財政部分に対す

る交付税のあり方です。 

特別交付税は町村によっての特殊事情、

例えば大きく言えば病院を持っていたと

かその年は、災害被害が大きかった等財

政事情の中の特殊事業が出てくればそれ

を加味して交付されるものが、特別交付

税であります。 

次ページの単年度収支の方についても

大幅に変わってきますが、ここでは３７，

５００千円と見込んでいますが繰入金の

部分が財源調整されるということになり

ますので、この部分が金額的に膨らんで

くるので結果としては嬉しい結果であり

ますが、まだ決算見込みであり５月まで

出納整理期間がありますのでその辺充分

精査した中で決算が出てくるものであり

ます。以上、簡単でありますが状況説明

を終わります。 

 

（委員） 

◆歳出の方の９の積立金、１１の貸付金

について、企業会計の視点から眺めた時

に積立金というものは財産として積み上

げるものなのか、貸付金は、どこかへお

金を一時的に貸付して後から回収される

ものなのかなというイメージでみていた

のですが、そのような理解でよろしいの 
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ですか。そうであれば、本来的にはこの

ような支出の形をとっているのですが財

産として残っていくのだろうなという理

解でみていたのですがよろしいですか。 

 

（説明員） 

◆よろしいです。 

 

（委員） 

◆企業会計からいきますと損と益の計算

をするのが損益計算書で期間１年間の今

までの財産の積み上げた結果が貸借対照

表で表れるのですが、歳入・歳出の他に

財産的な表現は出来ないのですか。 

預金がいくら残って、積立金がいくら

残って、貸付金がいくら残って、借入が

いくらあるのかという、そのような見方

に慣れているものですから何とも数字で

みても頑張ったなと思いますが、財産上

どのような影響を受けているのか一目で

理解が出来ない部分がありましたので。 

 

（説明員） 

◆財産と表現すれば合わないかもしれな

いが公的施設も本来的には財産として当

然計上し複式であれば財産処理するもの

であると思うが、役場の場合は単式であ

り、年度、年度での処理の仕方をしてお

ります。 

一番心配なのは、負債がいくらという

お話をお聞きになりたいと思いますが、

借入ということでお話ししますと、約６

０億円近いものが借入としてあります。 

その中で、過疎対策債というものがある

のですがだいたい２０億円位ありまして

その元利償還の７０％が交付税の中に入

ってくるためトータル的に６０億円のう

ち交付税に入ってくるのが約５割と掴ん

でいただければいいかと思います。 

これからの見通しでどうなるかわから

ないのですが６０億円の内約３０億円は

利息を含めて、利息は約７億８千万円位

付き、約６７・８億円の半分は交付税と

して出てくる。その半分は、借金に似た

ようなものですが、ただ単式ではその辺

が出てきません。一覧の中ではでてきま

すが、その辺だけが複式と違うというこ

とだけはご理解していただきたい。それ

と、財産の部分でいいますと公的施設も

財産として処理しなければならないので

すが単式の決算見込み等の中では出て来

ません。これは各自治体同様なのでご理

解いただきたい。 

 

（委員） 

◆この資料は３月議会で整理された事を

見本にして作っているんだろうと思いま

すが、この次ぎの委員会はいつ頃を予定

しているのですか。 

 

（事務局） 

◆今年の１０月を予定しております。 

 

（委員） 

◆そうすると、５月の決算で確定した数

字と自立プランとの対比はいつ出来るの

ですか。 

 

（事務局） 

◆基本的には１０月・３月の毎年２回会

議を開催することになっております。 

ですから１０月に行う際には、委員が

おっしゃったように決算がまとまります

ので、その決算をもって財政収支等の関

係をその時点ではっきりしたものを委員

の皆様に示して自立プランの財政計画と

実際の決算の結果がどうなったかを示す

ことを予定しております。 
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（委員） 本来であれば、決算終了後にこのよう

な会議を開催するのが良いのですが、会

議の進行関係もありますからこの時期と

いう開催になっておりますが、財政側と

してはしっかりした数字を提示したいの

ですが、ただ提示するにも次回の会議は

１０月開催予定でありますので、委員の

皆様が資料を必要とするのであれば決算

終了後に会議資料として提供できると思

っています。 

◆今日の会議資料は一応決算見込みであ

りますし、交付税でも７千万円もこの資

料より増えている訳ですし、決算見込み

も変更になってくるのではないですか。 

 本資料を確認してもその辺が不明な部

分がありますし比較の仕方がないですし、

単年度収支で３７，５００千円と数字が

ありますが、説明ですと特別交付税で約

６２，２８６千円が増えている訳であり

ますから１億円以上の繰り越しというも

のになりますよね。 

申し訳ないのですが、決算見込みであり

ますので了承願います。 

  

（委員） （事務局） 

◆決算見込みで説明しているのだから、

現時点で決算になればおおよその数字は

この位だという説明をしていただいても

よいのではないか。 

◆これから案件２の方で平成１９年の当

初予算を説明しますが、その時に貯金（基

金）の話もします。財務課長から説明の

ありました特別交付税６２，２８６千円

の増に伴う調整は、取崩す見込みでいた

貯金４４，４４３千円を取止め、なお余

る約１７，０００千円ついては貯金に積

み立てするということです。このため、

単年度収支見込みとしては、歳出の４１，

０００千円の不用額と歳入の３，５００

千円の減との差引きで、３７，５００千

円の繰越金の額は変わらないものになる

と考えています。結果的には、貯金（基

金）が６２，２８６千円増えると捉えて

いただきたいと思います。 

 

（説明員） 

◆金谷委員の意見については、前回の会

議でも早い対応が出来ないかという意見

もありましたが今、説明したとおり基本

的に決算の認定自体は９月の定例会で行

うことになっておりまして、それに併せ

て１０月に詳細の部分は最終確定します。 

 ただ、中間の部分で特別交付税が６２，

０００千円の伸びましたその部分につい

ては説明しておりますが、基本的には貯

金の部分が大きなポイントになってきま

すが、そこは６ページの一番上の９月の

修正の段階で６２８，０００千円貯金が

あります、貯金があった部分に特別交付

税で６２，０００千円が伸びますので今

年の４４，４４３千円の取崩しは行わず

平成１８年度において貯金は崩さないで

逆に６２，２８６千円の差引分の約１７，

０００千円程度については積み立てする、

という考え方でありますから、１８年度

末の段階で貯金として残っていく整理と

 

（委員） 

◆ただ、配布後であっても資料について

は修正し現時点の資料を出せるのではな

いのですか。 

 

（説明員） 

◆１８年度の決算ベースは３月３１日で

終わりますが出納整理期間が５月まであ

りますので、５月末まではっきりとした

数字は出てきません。 
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なるものですのでお願いします。 

 

（事務局） 

◆委員からありました意見については出

来るだけ直近の数値で表示して、追加の

情報に関して資料で提供できるものであ

るのであればそのような事も考えていき

たいと思っております。 

 

（委員長） 

◆数字上の問題については、委員会とし

てはある程度納得していただいて１０月

の最終的な数字を待つ事でよろしいです

か。 

 

（各委員） 

◆了解 

 

（委員） 

◆１ページの歳入１８番の繰入金につい

てなんですが、自立プラン計画額では０

円となっているのですが、決算見込額で

は、１２，４７８千円となっていたり、

２１番の減税補てん債でも、３，７００

千円となっていたり、これはプランのた

てかたに問題があったのですか。 

 

（事務局） 

◆１８番の他会計繰入金の決算見込みの

部分については、介護保険・老人保健な

どの他会計からの戻入の収入になります。 

自立プランを策定段階では、他会計か

ら一般会計へはお金が戻らない見込みで

たてたものが、平成１８年度の決算見込

みでは、他会計が黒字になりましたので

その分一般会計へ戻入となっております。 

ある程度の金額、例えば１０～１００

千円程度であれば見込む事も可能である

と思いますが、具体的に何百万円とかを

予測することは自立プランでは出来ませ

んので他会計繰入金については、そのよ

うな整理とさせていただきました。 

減税補てん債の決算見込みについては、

平成１７年度のプラン策定の段階では、

平成１８年度から減税補てん債の制度が

なくなるとの情報がありまして、その見

込みのうえでプラン策定したものであり、

幸いにもその制度がまだ残りまして決算

見込みのとおりとなりました。 

 

（委員長） 

◆他に質疑がないようなので、次の案件

に入ります。 

（２）平成１９年度一般会計（当初予算）

について議題とします。 

内容について、事務局より説明願いま

す。 

 

（事務局） 

◆案件２平成 19 年度一般会計（当初予

算）の概要について、でございます。 

（１）歳入・歳出の予算状況でございま

すが、平成 19 年度の当初予算額と自立

プラン計画額との比較を表にしましたの

で、この内容について説明いたします。 

【歳入】でございますが、当初予算額は、

3,107,940 千円でプランに比べますと

75,197 千円（▲2.4％）少なくなって

います。１の地方税は、447,475 千円

でプランに比べて 43,746 千円（▲

8.9％）の減となっています。所得の減少

や納税義務者減などの影響によるもので

ございますが、申告の取りまとめも終わ

り、６月末には町税の課税額も確定しま

すが、当初予算よりいくらでも税額が増

えることを期待しているところでもあり

ます。 

次に、9 の地方交付税ですが、当初予

算 は 1,560,175 千 円 で プ ラ ン よ り

138,355 千円（▲8.1％）少なくなって
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います。これは、自立プラン策定時にお

いて、21 の地方債のうち一番下段の｢臨

時財政対策債｣の制度が平成 18 年度でな

くなり、この相当額が普通交付税に振り

変わるとの見込みをしていたところです

が、臨時財政対策債制度がそのまま存続

することが決まったことから、地方交付

税が少なくなるものであります。 

したがって、当初予算の地方交付税

1,560,175 千 円 と 臨 時 財 政 対 策 債

132,000 千円の２つ足しますと 1,692,

175 千円となり、プランの 1,698,530

千円と比べ、6,355 千円（0.4％）の減

となり、ほぼプランどおりの金額と推計

しております。 
次に、18 の繰入金は、243,962 千円

でプランより 19,965 千円（▲7.6％）

少なくなりました。 

内訳はですが、プランでは、財政調整

基金 214,314 千円と減債基金 49,133

千円の計 263,447 千円を財源不足とし

て繰り入れする計画としておりましたが、

平成 17 年度決算の繰越金や先ほど説明

しました平成 18 年度歳入決算見込みの

財政調整基金繰入金が大幅に少なくなっ

たことにより平成 18 年度末の財政調整

基金の残高が 571,772 千円の見込みと

なったことから、当初予算では、財源不

足分の財源は、財政調整基金１つの繰入

金とし、240,000 千円とするものでご

ざいます。 

当初予算に占める割合でございますが、

地方交付税は全体の収入の５０％、地方

税については１４％、繰入金については

８％、地方債については７％、使用料・

手数料については４％が主なものであり

ます。 

４ページをお願いします。 

【歳出】でございますが、自立プラン計

画額に基づいた予算編成としていますの

で、１の人件費から 12 の繰出金まで、

大きな増減はなくほぼプランどおりの当

初予算額となっていますので、特に内容

の説明はしませんので、疑問な点などあ

りましたら、質疑の中でお答えしたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

なお、当初予算に占める割合ですが人

件費については２５％、公債費について

は２２％、補助費等については１７％、

物件費については１３％、普通建設事業

費については９％、それが主なものでご

ざいます。 

次に（２）として、主な事業を５ペー

ジまで、一覧表にしております。丸山団

地町営住宅建事業から福島町産業活性化

サポート事業までの２５事業について、

その内容と事業費を記載していますので、

参考にしていただきたいと思います。 

なお、事業は事業費の多いものの順に

並べさせていただきました。 

次に、6 ページをお願いします。 

（３）基金残高及び財政推計収支額の見

込みでございます。 

 平成 18 年度の決算見込と平成 19 年

度当初予算による基金残高と財政推計収

支額の推移でございます。 

 これは、平成 18 年度の決算が確定す

る前の金額ですのであくまで参考として

捉えていただきたいと思います。 

それでは、内容について説明いたしま

す。 

アは、財政調整基金、減債基金、ふるさ

と応援基金の３つの基金残高の推移でご

ざいます。 

❶は、平成 18 年 9 月 1 日修正時点の

金額です。➋は、今回、平成 19 年 3 月

15 日時点における金額で、➌はその増減

でございます。 

①のＨ18 年度の欄を縦にご覧願います。 

期首残高、これは平成 18 年 4 月 1 日の
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残高で 628,437 千円です。これに、平

成 19 年 3 月 31 日までに、51,003 千

円を積み立て、203,064 千円を取り崩

し、476,376 千円の期末残高を見込ん

でいました。 

次に、②のＨ19.3.15 見込みでは、同

じくＨ18 年度で、積立金が 3,398 千円

増えて 54,401 千円取り崩しが 58,621 

千円少ない 44,443 千円となり、期末残

高は 162,019 千円増えて、638,395

千円となるものです。 

先ほど、財務課長の方から特別交付税が

約６２，０００千円増えると説明があり

ましたが単純に今言える事は３月１５日 

現在の見込みがまったくそのとおりだと

すれば、貯金が６２，２８６千円増えま

して７００，６８１千円になると言う事

で現時点では、そのような数字で覚えて

おいていただきたい、確定値については

１０月に開催される平成１９年度第１回

自立プラン推進委員会にて示していきた

いと思います。 

 １９年、２０年、２１年とあります②

の欄の平成１９年３月１５日見込みの平

成２１年の期末残高の欄のもの期末残高

が最終的には１０月が１，０００千円の

ものが１１，３３０千円増えまして、１

２，３３０千円の期末残高になりますと

いうことが３月１５日現在であります。 

次に、イの財政推計収支額の見込みを

表とグラフにしていますので、説明いた

します。 

アで説明しましたが、平成 18 年度及

び平成 19 年度の基金の取崩額が少なく

なったことにより、平成 21 年度の不足

財源は基金を取り崩すことによりゼロと

することが可能となりました。 

表を見ていただきたいのですが、当初

計画では、平成 21 年度末の累積収支は

380,216 千円の赤字、Ｈ18.9.1 の変更

では 192,886 千円の赤字まで減少し、

今回のＨ19.3.15 見込みでは｢０｣となる

ものでございます。 

 以上で説明を終わりますので、よろし

くお願いします。 
 

（委員長） 

◆説明が終わりましたので質疑などがあ

りましたらお願いします。 

 

（委員） 

◆自立プランで作成したこの数字は変え

ないということですよね 

 

（事務局） 

◆平成１８年１０月に開催した時もそう

ですが、繰越金だとか確定したものにつ

いては、修正という形で財政集計表を変

えてあります。 

それで、将来２０年度・２１年度の財

政推計の数値については、繰越金の関係

については整理しますが、その他につい

ては、例えば１９年度の普通交付税が今

説明した金額で収入見込みをたてており

ますが仮に１億とか２億ベースで推計よ

りも少なく決定されるということになり

ますと、２０年・２１年の推計額につい

ては動かさないと正しい推計になってき

ませんので、その辺については交付税な

り町税の推移をみながら皆さんと協議し

て変える必要があるものは変えていきた

いという考え方でありますのでよろしく

お願いします。 

 

（委員） 

◆平成１９年度１０月の確定数値が出な

いと比較対照が出来ないですし、現段階

ではどのような形でプランの推進を行っ

ていくかという事も出来ないですし、確

定数値が出た以降に会議を行い、その結
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果を町民に周知してもらいたい。 検討状況ですが、福島、松前、知内、

木古内の４町による｢共同事務推進会議｣

において検討した結果、平成 18 年 12

月 21 日に最終報告があり結論がでたと

ころであります。国保事業、介護事業と

も共同処理は無理との結果となり、引き

続き単独での運営となるものでございま

す。このため、検証は結論がでたの「Ａ」

としております。 

 

（委員） 

◆３ページの２１地方債の自立プランで

８３，０００千円から２３０，７００円

になっているのはなぜか。 

 

（事務局） 

◆２１の地方債の臨時財政対策債が自立

プラン策定時では国の方は当初１８年度

を持って制度廃止という情報がありまし

てプラン策定時には０としておりました

が、変更があり制度存続することになり

ましたので平成１９年度の当初予算額に

１３２，０００千円を計上したことが主

な内容であります。 

次に、２の｢町税について｣です。内容

は、収納率を高める検討です。 

検討状況は、役場全体で対応している

収納体制を今までより充実させ滞納額の

圧縮に努めるものとしています。また、

税等の滞納による行政サービスを制限す

る条例も今後の滞納額の状況等を判断し

ながら引き続き検討することとしており

ます。 

 

（委員長） 

◆他に質疑等ないようですので、次ぎの

案件に入ります。 

検証は前回と同じく検討中の｢Ｂ｣です。 

８ページをお願いします。 

 （３）検討課題項目の修正について（時

点修正）を議題とします。 

５の｢大型建設事業について｣です。 

内容は、テレビ地上波放送のデジタル化

による中継局の事業計画の検討でござい

ます。委員の皆様もテレビコマーシャル

やチラシなどで、現在のアナログ放送が

2011 年（Ｈ23）7 月 24 日で終了する

ことはご存知のことと思います。 

内容について事務局より説明願います。 

 

（事務局） 

◆案件３ 検討課題項目の修正について、

説明いたします。 

これは、プラン本文に文書で記述され

ている９つの重要な検討課題項目につい

て、町の取り組み状況を説明し、委員か

ら、この取り組みに対する意見等をお願

いするものでございます。 

検討状況でございますが、民放のデジ

タル化による中継局の整備は、原則、放

送事業者で整備することとされています。 

町内には福島局（千軒）と白符局（宮

歌）の 2 つの中継局があります。このう

ち、福島局は重要中継局であることから

2009 年（Ｈ21）に放送事業者が整備す

ることが決まっていますが、小規模中継

局の白符局は検討中となっています。 

なお、取り組み状況は平成 19 年 3 月

1 日時点でございます。 

９つの内、番号を○で囲んでいるもの

が、状況に変化があったものですので、

○の５つについてのみ説明いたします。 総務省では全国的にデジタル化を促進

するため、平成 19 年度限りの交付金制

度を予定しています。 

１の｢広域行政の積極的検討｣です。内

容は、国保、介護保険等を複数の町で共

同処理できないかどうかの検討です。 この交付金は、過疎地域や中山間地域
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などの条件不利地域にある中継局（当町

は白符局が該当）を市町村で整備する場

合に 3 分の１を補助するものです。 

ただし、これも放送事業者が自力で整

備することができないことを市町村にき

ちんと説明し、そのうえでＨＮＫ、民放、

市町村が協調し一緒に中継局を整備する

ことが必要となります。 

このため、今後において平成 19 年度

での中継局の事業計画が進展することも

予定されます。 

このため、検証は検討中の「Ｂ」として

います。 

次に７の｢学校の統廃合について｣です。

内容は、記載のとおりです。 

検討状況でございますが、吉岡幼稚園

は、平成 19 年度の閉園に向けて関係者

と協議を進めています。白符小学校は、

平成 20 年 4 月より福島小学校と統合す

る結論となりました。 

検証は、検討中の「Ｂ」としています。 

次に、９ページをお願いします。 

９の｢青函トンネル償却資産｣です。 

内容は、青函トンネルの固定資産税の

課税特例による減額措置の撤廃に向けた

要望活動です。 

検討状況でございますが、現在の課税

特例の状況、国の税制改正の動向、関係

市町村との連携取り組み、今後の取り組

みの４つに整理し、その内容を記載して

あります。この内、要点のみ簡単に説明

させていただきます。課税特例の撤廃に

向けて、青森県の外ヶ浜町とも連携し要

望活動をしてきましたが、国おいては、

平成 18 年度で終了する地方税法附則に

よる 2 分の１の特例をさらに 5 年間延長

する地方税法改正法案を国会に提出した

ことから、今後の取り組みを関係市町の、

知内町、木古内町、青森県外ヶ浜町、香

川県坂出市などと共同しながら、国に対

して課税特例による固定資産税の減収分

の財源保障を要望していくこととしてい

ます。 

以上で、説明を終わりますので、よろ

しくお願いします。 

 

（委員長） 

説明が終わりました。 

質疑などがありましたらお願いします。 

 

（委員） 

◆Ｎｏ２の町税について、滞納者に対し

ては、負担の公平の原則から通常の滞納

処分のほかに行政サービスの制限により、

収納率を高めるなどの検討とは、例えば

介護保険などを発行しないということで

すか。どのような事をするのですか。 

他に、町税等収納対策推進本部設置要綱

とは何年に設置したものですか。 

 

（説明員） 

◆対策として通常の税務職員による訪問

徴収・督促状の送付の外に特別徴収とし

て各課の管理職及び総括主査含みまして

時期的に滞納者へ訪問しております。 

これからどうするかということですが、

今までは、年２回にわけて徴収を行って

おりましたが、従前以上に滞納者を訪問

して状況把握、納税に関して考えを聞い

たりします。 

それから滞納整理機構につきましては

平成１６年から始まりまして負担金とし

ましては実質７，２７５千円支払ってお

ります。徴収していただいた分は、１８，

２９３千円でありまして、負担金と比較

した際には約２．５倍位の収入となって

おります。委託額としますと年で１５，

０００千円～１６，０００千円位の委託

をしております。徴収率にしますと３０．

５％が整理機構で徴収しております。 
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それから、不納欠損関係については、

基本的には税法上法律で決まっておりま

すので当然状況把握しながら不納欠損し

なければならない場合もあります。色々

なケースがありますが、きちんと対処し

て参りたいと思いますのでご理解してい

ただきたい。 

要綱につきましては、平成１２年の設

置になっております。 

 

（町長） 

◆滞納者の徴収方法については、差押え

等の行為も出来ますが、営業行為を行っ

ている方は、そのような事をすると倒産

へと結びつくことになりますし、そこで

働く従業員の事などを考えると難しい状

況であります。 

現在行っている方法をさらに工夫しな

がら行うよう考えています。 

 

（委員長） 

◆他に意見がないようなので、次ぎの案

件に入ります。（４）ふるさと応援基金事

業な選考等について、を議題とします。 

最初に、（４）のふるさと応援基金補助

金交付要綱（案）次ぎに（１）の寄付金

状況、（２）の応援基金事業メニューの内

容について、事務局より説明願います。 

 

（事務局） 

◆案件４ ふるさと応援基金事業の選考

等について、を説明いたします。 

ふるさと応援基金は、町内外に広く寄

付をお願いし、個性あるふるさとづくり

のために設置したものです。基金は①産

業振興、②生活環境・福祉の充実、③人

材育成・文化の振興、④コミュニティ推

進の４つの事業に区分して行うものです。 

本日の委員会においては、昨年からこ

れまで町の各課において関係する団体と

も協議しながら、ふるさと応援基金事業

として整理したものの中に、平成 19 年

度に実施を希望する事業メニューもある

ことから、当該基金の目的に合致する事

業の選考をお願いするものでございます。 

また、事業主体が町以外の場合もある

ことから、ふるさと応援基金の補助要綱

（案）についても検討をお願いするもの

です。 

（１）に、平成 19 年 3 月 1 日現在の

寄付金の状況を記載してありますので、

参考にしていただきたいと思います。合

計で、32 人から 3,846,305 円の寄付を

いただいております。 

 10 ページをお願いします。 

（２）町で考えている応援基金事業メニ

ューについて、でございます。 

 ここに記載しております、７つの事業

メニューは、先ほど申し上げたとおり、

昨年より役場内、そして関係団体と協議

しながらまとめたものです。 

 表は、基金の事業区分、事業名、事業

概要、実施年度、概算事業費を記載して

います。ＮＯの下にある印は事業メニュ

ーに対して町の考え方を示したものです。 

○は平成 19 年度に事業の実施を希望

するもの、△は平成 20 年度以降に向け

て継続して検討を希望するもの、×は今

回で取り下げをするものでございます。 

 また、概算事業費欄の（ ）はふるさ

と応援基金充当希望額となっております。 

 個々の事業をＮＯ１から順番に説明い

たします。 

・浦和漁港キタムラサキウニ蓄養試験事

業は、組合事業で平成 19 年度の実施を

予定しております。内容、概算事業費等

は記載のとおりです。町の考え方は、組

合の事業実施に向けた体制等も整備され

ていることから、○平成 19 年度での補

助としたいものでございます。 
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・２の高齢者肺炎予防接種事業は、町の

事業で平成 20 年度からの実施を予定し

ております。内容、概算事業費等は記載

のとおりです。町の考え方は、現在、実

施に向けて福島医歯会と協議中であるこ

と、また当該事業を総合開発計画ローリ

ング事業とすることも検討中であること

から、△の継続検討希望としています。 

・３の地域活動支援センター事業は、町

事業で既に平成 18 年 10 月末から道補

助事業として実施しています。この事業

メニューは昨年の第 1 回委員会における

事業メニューで、この段階では補助事業

での実施が不透明であったことから提案

していたものでございます。その後、平

成 18 年 12 月 5 日に道補助として採択

されたことから、×の今回で取り下げと

しています。 

・４のコミュニティ交通安全事業は、町

事業で平成 19 年度の実施を予定してお

ります。内容、概算事業費等は記載のと

おりです。町の考え方は、町内会と連携

した交通安全運動でより積極的な啓発活

動につなげるために、○の計画年度での

実施としたいものでございます。 

・５の黒米｢きたのむらさき｣栽培事業は、

農協事業で平成 19 年度からの実施を予

定しております。内容、概算事業費等は

記載のとおりです。町の考え方は、平成

19 年度に農協で予定している試験栽培

の結果等を踏まえて事業内容を精査する

必要があることから、△の継続検討希望

としています。 

・６の千軒地域活性化事業は、福島町千

軒地域活性化実行委員会事業で平成 19

年度の実施を予定しております。内容と

概算事業費等は記載のとおりです。町の

考え方方は、これまでの事業の取り組み、

また実施体制等が整備されていることか

ら、○の平成 19 年度での補助としたい

ものでございます。 

・７の前浜産マイカスルメ特産化事業は、

福島町水産加工振興協議会事業で平成

19 年度での実施を予定しております。内

容、概算事業費等は記載のとおりです。

町の考え方は、実施体制が整備されてい

ることから、○の平成 19 年度での補助

としております。 

 なお、事業の詳しい内容や疑問点など

がございましたらお願いしたいと思いま

す。 

 

（委員長） 

◆それでは、質疑に入りたいと思います。 

 

（委員） 

◆１２ページの交付要綱（案）第２条の

（２）のその他町長が特に認めた団体等

とありますが、どのような団体でしょう

か。 

 

（事務局） 

◆交付要綱（案）を策定段階では想定出

来る事例は事務局の方では持ち合わせて

おりませんでした。 

今後、どのような内容の補助申請が出

てくるかわかりませんので、対応可能な

形での補助対象者ということで整理して

おりますのでご理解願います。 

 

（委員） 

◆先ほど、町内に限らず町外からの対応

も含めているのですか。 

 

（事務局） 

◆あくまでも助成する団体ついては、町

内に住所や事業所をかまえているものと

いうことで捉えていますので、町外の方

に助成するということは考えておりませ

ん。 
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（委員） 

◆１３ページの第７条の交付決定につい

てなんですが、第６条の交付申請含め決

定者は町長になっていますが、自立プラ

ン推進委員とは別に審査会を設置しそこ

で審査する等にしてこの文面の町長のと

ころを審査委員会にしてはどうでしょう

か。 

 

（事務局） 

◆町の条例に基づき積み立てた基金なの

で、それを使う場合については議会へ予

算を提案する形になりますので、責任を

持った形での提案となります。 

最終的には町長が決定し議会へ提案し

責任を持って説明することになりますの

で今の提案内容については参考とさせて

いただきます。 

 

（委員） 

◆それでは、第７条へ３項ということで

審査会等からあがってきた意見をもとに

町長が執行するということにしてもらえ

ないですか。 

 

（町長） 

◆基金の運用及び事業の採択については、

委員会の中で意見をいただいたなかで順

位を付け運用していく事で議会の中で説

明しておりますので、町長の一存という

ことではなく、委員の意見を聞いた中で

運用していく方向なので提案のありまし

た意見については条項を付け加える形で

整理いたしますのでよろしくお願いしま

す。 

（委員） 

◆前にいただいた資料の推進委員会の設

置要綱の中で基金の事業選考に関する事

は自立プラン推進委員会の中で行うこと

になっておりますので、ですからこの委

員会で決めるということの捉え方でいい

んですよね。 

 

（町長） 

◆そうです。 

 

（委員） 

◆１２ページの補助金の額について、補

助率の１０分の５以内・１０分の７以内

とありますが何か意味があるのですか。 

 

（事務局） 

◆第１号については、産業振興に係る部

分で最終的には利益に繋がってくるとこ

ろなので補助率として５０％以内補助と

してとどめたいと思っています。 

第２号・第３号・第４号については、

基本的に利益を伴わない事業であり、コ

ミュニティ・人材育成・福祉にかかる部

分であり気持ちとしては１０分の１０と

したいところですが寄付金であり、その

ような事をしますと基金がすぐなくなる

ことになりますのでその辺を総合的に勘

案した中でそこで差を付けた補助率にな

っております。 

先ほども意見ありましたがこの補助率

に固持している訳でありませんので、委

員の中で検討し補助率を変更することも

可能です。 

 

（委員） 

◆補助率の変更については、条例で決め

られているのではないのですか。 

 

（事務局） 

◆ふるさと応援基金で積んだ分を使用す

る場合の補助金交付要綱であり新規の交

付要綱でありますからこの場で委員の皆

さんに議論をしていただき、決めていた

だければそれに基づいて町長に補助申請
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のあったものについては、また正式にお

諮りしてそこで決定されたものを予算化

していきますのでこの場で決めていただ

きたいと思います。 

◆それでは要綱（案）について他に意見

がないようですので（２）の応援基金事

業メニューの質疑を入ります。 

 

（委員）  

（委員） ◆５ページのうに移殖放流事業の事業内

容と基金の方で取り扱う浦和漁港キタム

ラサキウニ畜養試験事業の違いについて

教えていただきたい。 

◆確かに利益を追求する産業とそれを伴

わない福祉等であるが補助率に差が付く

のはどうかと思いますが。 

  

（町長） （説明員） 

◆産業関係であれば個人でなく団体であ

り、漁協、農協、商工会、森林組合等が

事業主体で取組む場合があると思います

が、その場合、団体でも何割か負担する

ことによって取組み意識も変わってくる

と思いますし、尚かつ効果が見込めるの

ではないかと思います。 

◆性格的には似たようなものであります

が、５ページのうに移殖放流事業につい

ては、深いところから５ｍ～６ｍの所へ

移植させ採取できるようにするという事

業であり、１０ページの浦和漁港キタム

ラサキウニ畜養試験事業については、昨

年・一昨年とウニの塩水パックを作りま

して、この時に、天候に左右されずいつ

でも供給できるようにしたいということ

を話し合いまして、漁港の静穏域を利用

し試験事業を行いたいということが本事

業の趣旨であります。 

利益の有無により、福祉・コミュニティ

等と違うので若干差をつけ、今委員会で

皆様に提案しているところであります。 

 

（委員） 

◆場合によってはここで記載されている

補助率以上の補助、８割や９割など補助

するケースもあるのではないか。 

 

（委員） 

◆松前町で行っている畜養とは別なので

すか。  

 （事務局） 

（説明員） ◆先ほどの意見と同様、推進委員会の中

で別に補助率を定める事が出来るという

ことを第５条に追加することもできます

が。 

◆松前町で行っている畜養については、

先ほど５ページで言いました沖合からも

ってきているものと同じような趣旨のも

のであります。  

 （委員長） 

（委員） ◆第５条の補助率を原則として、今の要

綱では場合によっては審議する余地がな

いので、特別な場合があれば審査委員会

で審議によるという条項を追加するとい

うことでよいのではないか。 

◆町として○を付けた４つの事業を行い

たいという事ですよね。 

それと概算事業費の中の補助額について

は半分位になるということで認識してよ

ろしいのですか。 （委員長） 

 - 15 - 



 

（事務局） 

◆事業メニューを取りまとめる段階で本

来であれば先ほどの議論していただいた

補助要綱を先に正式決定して、これに基

づいて各団体から補助申請をもらうのが

本来の流れでありますが、逆になってし

まいました。 

①については、総事業費１，０６３千

円の２分１の５３０千円で先ほどの補助

要綱と合致しております、④についてコ

ミュニティについては町事業であります

ので６４０千円であります。 

⑥の千軒地域活性化事業については、

全額５００千円で応援基金での補助と要

望がありましたが、要綱の第１号にあた

りますので原則としては２分の１の２５

０千円と整理しまして、これから要綱が

４月１日から施行になりますので、再度

担当グループの方から千軒地域活性化実

行委員会の方に差し戻しまして正式な事

業要望を取りまとめていきたいと思いま

す。 

 

（委員） 

◆④の町のコミュニティ交通安全事業は

全補助なのか。 

 

（事務局） 

◆これは、町が交通安全啓発用資材を一

括購入して各町内会へ配布する事業です。 

要綱の第２条の補助対象者については、

団体・グループと掲げておりますが、町

が行う事業については応援基金を全補助

で行うこととしておりますのでご理解し

ていただきたい。 

 

（委員） 

◆やはり募集事業については、要綱が制

定される４月１日以降にもう一度事業メ

ニューについて広く公募してふるさと基

金事業の意義なりを町民や町内外へピー

アールすることが必要ではないか。 

この事業メニュー内には、子どもに関

するメニューは全くないですし、そのよ

うな団体もあるでしょうし、また応援基

金事業に応募にあたり団体・グループで

どのように応募すればいいのかわからな

い団体もいると思います。 

なので、要綱ができましたということを

町民へ周知したほうがよろしいのではな

いですか。 

そのうえで、もう一度事業を広く集め

ためた方が良いのではないですか。 

ふるさと応援基金を作った当初の意義

がありますから、それをもっと活かして

これから考えていかなければならないの

でしょうか。 

そういう意味でも初めに事業を決める

には慎重に行わなければならないのかと

思います。 

今は、要綱をきっちり整理した方がい

いと思います。 

 

（委員） 

◆事業採択についても審査する期間も設

けなければ判断が出来ないのではないか。 

ある程度審査する時間が必要であると

追います。 

 

（委員長） 

◆応援基金事業の運用を有効的に使って

いくかとすれば、予算上で考えれば年２

回の会議開催でも適正なのかもしれない

が、事業そのもの考えれば、きめ細かに

要望を聞いて具体的内容を把握した上で

やらなければならないだろうなという慎

重な考え方になるだろうなという気がし

ます。 
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（町長） （委員長） 

◆事業については、各担当課が関係団体

機関の方と相談して絞った雰囲気で申請

されてきているんですが、ただ、見てわ

かるように例えば教育委員会関係につい

ては、一つもありませんし、もう少し担

当課でその辺の対応の仕方、要望等の掌

握の仕方をきめ細かくしながらこの委員

会の場で議論するような委員会でなけれ

ば本来の応援基金の趣旨に沿ったものに

ならないと思います。 

◆それでは事業メニューについては、別

に会議を設定し行うようにするというこ

とと、要綱については、意見のありまし

た条項を付け加えるということで承認し

てもらえますか。 

 

（全委員） 

◆意義なし 

 

（委員長） 

その辺については、色々な意見が出て

おりますので改めて把握に努めていきた

いと思いますし、また町広報等において

も申し出等も行わなければならないと皆

様の意見から思いますので、そのような

方向で取り組ませてもらいます。 

◆それでは、次の案件に入ります。 

会議日程の５ 情報提供について、（１）

まちづくり基本条例について、を議題と

します。内容について事務局より説明願

います。 

 

 （事務局） 

（委員長） ◆案件５ 情報提供ですが、資料の１１

ページをお願いします。 ◆それでは、今回あがってきているこの

事業についてはこの場で決定しないとい

う事でよろしいですね。 

（１）仮称まちづくり基本条例について

の情報提供でございます。 

  町では、仮称福島町まちづくり基本条

例の検討を現在進めているところです。 （委員） 

◆５月以降にでもやるのであればその時

決めたらよいと思いますが、町が行う事

業が全補助という事はおかしいと思いま

すので課題としておいてもらいたい。 

このため、条例の考え方やスケジュー

ルなどについて、今後、広報紙で、町民

周知をすることとしています。 

資料の 15 ページに広報紙の掲載文を

添付していますので、そちらをお願いし

ます。 

 

（委員長） 

◆それでは、応援基金の補助執行につい

ては別に設けて委員会を開催するよう日

程等、事務局で再度検討してもらうこと

でよろしいですか。 

基本条例の意味、基本条例の必要性に

ついて記載し、町において｢仮称・福島町

まちづくり基本条例｣の検討を開始する

ことの町民周知でございます。 

 検討に向けたスケジュールや体制の概

要については、５月若しくは 6 月広報紙

でお知らせしたいと考えています。 

（各委員） 

◆了承 

 まちづくり基本条例の検討を進める上

では、住民参加が不可欠であります。  

 このため、これから住民検討委員会設
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置要綱を整備して、検討委員を委嘱して

いくことになります。委嘱方法でござい

ますが、町からの指名と公募を予定して

います。 

自立プラン推進委員の皆様にも、色々

と相談する場面もあると思いますので、

よろしくお願いして、説明を終わります。 

 

（委員長） 

◆説明が終わりました。質疑等ありまし

たらお願いします。 

 

（委員） 

◆具体的に条例の内容で、考えているこ

とはあるのですか。 

 

（事務局） 

◆福島町としても財政が厳しくなり、国

の方でも地方の事は地方でということで

税金なども税源移譲で町の方へ振り返る

等行っております。 

町の事は自ら決めて行かなければなら

ない状況でありますが、今までのように

町だけで決めるということではなく、自

立プランのように財政の状況等を情報公

開しながら町民にも参加してもらいなが

らこれから決めていくということを目指

してお互いに検討していきたいと思って

おります。それが最終的にまちづくり基

本条例というものにしていきたいと思い

ます。 

 

（委員） 

◆自立プラン推進委員の皆さんがこの条

例の検討委員会に入るのですか。別に選

択肢、委員以外の町民も求めるのですか。 

 

（委員長） 

◆財政上の問題とか今までの運営を行っ

てきたことで自立プランを策定し、こう

いう町を目指していく、いわゆる財政上

の危機的状況を脱出しようということで

一つ大きな目標で自立プラン、それから

無い財政の中でプランを活用しながら発

展性を求めようとする趣旨もあったわけ

ですよね。その時にこの自立プランの方

向性とこの基本条例そのものの整合性を

どのように考えるのでしょうか。 

策定する際にどのような形で町民の参

画をまた求めていくのですか。自立プラ

ン策定の時のような形式で一から積み上

げるのか。 

自立プランを原則にそこを土台として

そのうえに条例を作っていくという考え

なのか。町民説明会を行う前に町民の参

画を推進するような行動をおこすのか、

その辺が曖昧に感じるのですが。 

 

（事務局） 

◆最初にやるべきことは推進体制をどの

ように組むのか、検討委員の設置要綱を

まず町長が設定しなければ進みませんし、

その設置要綱の案については、まだ町長

と協議して作成しておりません。 

ただ、先進地の事例をみますと産業団

体や町内会連合会等の役職の方や広く一

般町民を公募する形で人数については１

５名～２０名程度、それに都市に近いと

ころであれば大学の先生等の専門家の方

に委員に入って検討を行っています。 

福島町は、現在事務局については企画

グループの方で司ることになっています

が、気持ち的には自立プランの委員の皆

様にお願いしたいところなのですが、検

討期間が１年以上かかり最低でも月に１

回程度の会議開催となりますし、会議も

煩雑になります。そうなればご迷惑をお

掛けすることになりますので、その辺に

ついては町長と協議していきますが、基

本的に人数については１５名～１７名を
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最大値にしながらその内、何名を一般公

募するのかその辺についても町長と協議

しながら、あとは基本的には町長の方か

ら絞った形で委嘱して町づくり基本条例

の検討委員になってもらおうかというこ

とがあります。 

あとは、町の方から先進地の事例なり

町の実際の財政状況を説明しながら、町

づくり基本条例の中身について議論して

いただいて最終的には座長から検討委員

会の提言書ということで町長に報告して

いただき、更に町長が内容を精査して議

会の方へお諮りして、最終的には基本条

例を作っていきたいと思っています。 

予定としては、今年の１０月頃から正

式に本格的な動きがとれるよう準備して

おりますのでご理解願います。 

 

（事務局） 

◆実際には自立プランの理念に共通する

部分がありますし、協働・自主自立・情

報公開などが基本理念になってきます。 

 情報公開や委員の公募等、先行して取

り入れられている部分もありますからそ

う言った部分を条例化していくという作

業が大半になるのかと思われます。 

 

（委員長） 

◆他に意見がないので、次回の会議日程

ついてお願いします。 

 

（事務局） 

◆次回の会議に日程についてなんですが、

ふるさと応援基金の事業メニュー関係に

ついてなんですが、５月中旬か下旬位の

日程で委員長と相談しながら日程を進め

て皆様にご案内しますのでお願いします。 

 

 

 

（委員長） 

◆次回の会議は５月中とし、主にふるさ

と応援基金事業メニューについて、を議

題として開催することとします。 

それでは、本日の会議はこれで終了い

まします。 

委員の皆様、大変お疲れ様でした。 

 

（閉会 午後８時３０分） 


